
高齢社会対策を、就業・所得、健康・福祉、

学習・社会参加、生活環境、調査研究等の推進

の各分野にわたり着実に実施する。

一般会計予算における平成16年度の高齢社

会対策の関係予算は、12兆3,910億円であり、

各分野別では、就業・所得５兆9,943億円、健

康・福祉６兆3,100億円、学習・社会参加276億

円、生活環境138億円、調査研究等の推進453

億円となっている。

平成16年度の主な新規施策を各分野別に挙

げれば、次のとおりである。

○　定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行

った事業主に対しては、継続雇用定着促進助

成金の支給を行うとともに、平成16年度か

ら高齢短時間正社員制度を導入・適用した事

業主に対して加算措置を講ずる。

○　平成16年度から、年齢にかかわりなく働

ける社会の実現に向け、独立行政法人高齢・

障害者雇用支援機構において、中高年齢者の

募集・採用から職場定着するための体制づく

りに係る好事例の収集・分析等を行い、また、

これらを活用した個別企業に対する相談・援

助等の支援や幅広い普及啓発を行う。

○　平成15年10月から「仕事と生活の調和に

関する検討会議」を開催し、雇用管理の在り

方全般について幅広い検討を行っており、報

告書の取りまとめを行った後、その内容を踏

まえて、所要の措置を講じていくこととして

いる。

○　利用者のサービス選択に資する情報開示を

進め、適切な選択を通じて介護サービスの質

の向上を図るため、平成15年度に行った

「介護保険サービスの質の評価に関する調査

研究」（（社）シルバーサービス振興会で実施）

の検討結果を踏まえ、訪問介護、介護老人福

祉施設等７サービスを対象とする情報開示の

標準化（第三者評価）モデル事業を実施する。

○　痴呆性高齢者グループホームの外部の第三

者によるサービス評価については、平成17

年度以降のすべての自治体での実施に向けて

グループホーム外部評価機関立ち上げ支援事

業のほか、グループホーム開設予定者等の研

修事業を実施する。

○　平成14年度に策定した「健康保険法等の

一部を改正する法律附則第２条第２項の規定

に基づく基本方針（医療保険制度体系及び診

療報酬体系に関する基本方針）」（15年３月

28日閣議決定）に基づき、具体的な改革の内

容について引き続き検討を進める。

○　平成16年度においては、次世代育成支援
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第１ 平成16年度の高齢社会対策

第２ 分野別の高齢社会対策

１ 高齢社会対策関係予算

１ 就業・所得

２ 健康・福祉

平成16年度において講じようとする高齢社会対策



対策推進法（平成15年法律第120号）に基づ

き、地方公共団体及び企業において具体的な

取組方策を掲げた行動計画を当該年度中に策

定することとされている。

さらに、現行の新エンゼルプラン及び待機

児童ゼロ作戦が平成16年度末に終了するこ

とを受け、市町村及び都道府県行動計画等を

踏まえ、17年度以降の必要な支援を検討する

こととしている。

○　社会教育施設が地域の拠点となって他機関

等と連携により様々な支援機能を持つ課題解

決型機関としての新たなサービスを構築し社

会教育の活性化を図る。

○　国民生活審議会総合企画部会において「コ

ミュニティの再興と暮らしの構造改革」をテ

ーマに、ＮＰＯの先進的取組等を手掛かりに、

コミュニティ再興を実現する方策等について

調査審議を行う。また、認定ＮＰＯ法人制度

の一層の定着のために普及啓発を進めるとと

もに、現行制度の実態についての調査を実施

する。

○　高齢者の居住の安定確保に関する法律（平

成13年法律第26号）に基づく高齢者向け優

良賃貸住宅制度により、民間の土地所有者等

が供給する、高齢者の身体機能の低下に配慮

した設備・仕様を備えた賃貸住宅に対して整

備費補助、家賃減額費補助等を行い、平成16

年度には２万3,000戸を供給する。

○　通過交通の排除を徹底して、車よりも歩行

者等の安全・快適な利用を優先し、沿道と協

働した道路緑化、無電柱化等による質の高い

生活環境を創出する「くらしのみちゾーン」

を形成する。このため、平成15年６月に登

録した42地区に加え、商店街にも対象を拡

大して意欲の高い地区を募集し、合意形成支

援等ソフト面を含めた支援を実施する。

○　平成15年の消防審議会の答申等を踏まえ、

住宅用火災警報器等の設置義務化の推進など

住宅防火対策の充実を図るとともに、「住宅

防火基本方針」（13年４月消防庁策定）に基

づき、訪問防火指導など高齢者等を中心とし

た住宅火災による死者の低減を図る。

○　平成14年度までに行った、老人福祉法

（昭和38年法律第133号）で定める老人福祉

施設等以外の新たな高齢者居住施設（グルー

プハウス、シルバーハウジング等）に対する

防火安全対策の在り方について、検討結果を

踏まえ、技術基準の整理等を行い必要な措置

を講ずる。

○　平成15年４月に、ヒトの遺伝情報である

ヒトゲノムの精密解読が完了したことを踏ま

え、我が国の強みをいかして、複雑な生命機

能の解明や、画期的な創薬の実現につながる

成果等が期待されるゲノムネットワーク研究

を推進するとともに、「第３次対がん10か年

総合戦略」に基づき、がんに係る基礎研究の

成果を着実に新たな治療法につなげる橋渡し

研究（トランスレーショナルリサーチ）を推

進する。また、個人個人にあった予防・治療

を可能とする医療（テーラーメイド医療）や

幹細胞を用いた再生医療の実現に向けた研究

開発やタンパク質の構造・機能の解析等を引

き続き推進する。

第２　分野別の高齢社会対策
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４ 生活環境

５ 調査研究等の推進

３ 学習・社会参加




